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本年度計画していましたみつばち腐蛆病検査は、１２月をもって全て終了しました。

飼養者の皆様には、検査への立会い等ご協力ありがとうございました。 

 

本年度の検査結果については下表のとおりでした。 

地  域 実施蜂場数 実施群数 健康群数 腐蛆病発生群数 

全県  １８，７０９群 １８，６６６群 ４３群 

うち 

長野家保管内 

 

１５９蜂場 

 

４，５８１群 

 

４，５５５群 

 

６蜂場２６群 

当所管内は、県下でも多く発生し、昨年と比較しても１戸２群から６戸２６群に増加し

ました。 今年の採蜜に向けて蜂群管理をしっかり行って下さい。 

      

 

腐蛆病菌 (細菌 )が原因となる病気で、家畜伝染病予防法の法定伝染病に指

定されており、次の２種類があります。  

・感染後死亡した幼虫はすぐに巣外に出されるため、巣房が空になる。  

・耐過した幼虫は、巣房に蓋をし、さなぎになる間に死亡して腐蛆になる。  

・腐蛆は独特の臭いがあり、幼虫が溶けて液状（褐色、粘着性）を呈する。  

・幼虫は巣房に蓋をする前に死亡して、無蓋巣房内に死亡幼虫がみられる。  

・腐蛆は溶解せず、粘着性なし。特徴的な発酵臭と酸臭がある。  

左：アメリカ腐蛆病（糸を引く蜂児） 

右：ヨーロッパ腐蛆病（蜂児が様々な状態で死亡） 

 

 

 

 

 

アメリカ腐蛆病の新たな予防薬としてタイラン水溶散が認証されましたので、適正使

用による腐蛆病対策の徹底をお願いします。 
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本年度のみつばち腐蛆病検査について 
～御協力有り難うございました～ 

腐蛆病とは 



 

 

               

 

 

 

主成分   タイロシン酒石酸塩 

適応症   アメリカ腐蛆病の予防 

休薬期間  食用に供する蜂蜜及びその他の生産物の生産前28日間 

用法用量  育児箱1箱(成虫として概ね4万匹)当たり、タイロシン200mg(力価)、粉砂糖 

20gを均一に加え、週1回、3週間投与 

※少ない重量を量るのは難しいため、10箱分をまとめて計量することをすすめます 

○タイラン水溶散2gと粉砂糖200gをよく   ○育児箱１箱につき、１回１包を 

混合して10等分する(ただちに使用)      ３週間投与する(巣枠の上) 

 

 

 

 

＊次の量を目安に購入し、用法用量に基づき適正に使用するようにしてください。 

(有効期間は３年) 

 市販されているタイラン水溶散は、現在のところ、100ｇボトルのみです。 

  100ｇボトルで  

   100ｇボトル＋20kg粉砂糖→投与500回分⇒約166育児箱の予防が可能 

 

○現在、蜜蜂に使用できる医薬品は以下の４製剤です。 

アメリカ腐蛆病予防薬：タイラン水溶散、みつばち用アピテン 

ヘギイタダニ駆除剤 ：日農アピスタン、アピバール 

 

○「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(旧薬事法)では、 

○使用基準(使用方法、使用量、使用禁止期間など)を守って使用すること 
○未承認動物用医薬品（個人製造や輸入）の使用禁止 

が定められています。出荷した蜂蜜に医薬品が残留基準値を超えて残留すると、回収・廃

棄の対象となる場合があります。 

 

使用禁止期間又は休薬期間が「食用に供する蜂蜜及びその他の生産物の生産前28日間」で 

あるタイラン水溶散の3回目を3月1日に使用した場合、食用として出荷できるのは3月30日から蓄え

られたものとなります。 

 

 

○医薬品を使用したら、使用記録を付けて保管しましょう。 

＜記録する内容＞ 
① 医薬品名、②使用年月日、③使用した群（数、場所）、④使用方法・使用量、 
⑤出荷可能日 

注

意

! 
3 月 2 日～3 月 29 日 

～ 

2 日 

蜜蜂用医薬品は使用基準を守り、正しく使いましょう 

 

3月 30日

～ 

2 日 

アメリカ腐蛆病の予防にタイラン水溶散の使用が承認されました 

使用禁止期間 28 日間 

～ 

2 日 

3月 1日

～ 

2 日 3 回目

2 日 

出典：長野県畜産広報(平成 29 年 12 月第 304号) 

 

 タイラン水溶散 2g 
  ＋ 
粉砂糖 200g 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   第 1 週 第 2 週 第 3 週 



<参考> 腐蛆病以外のおもな蜜蜂の病気 

 

 


